
令和 4年度第 4 原町区地域協議会

会議録

0 開 催 日 令和4年 7月 21日 (木 )

② 場  所 市役所本庁舎3階第 1会議室
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委員  奥村 健郎
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委員  小野 幸枝

委員  志賀 ゆかり

委員  波田野真由美

委員  村上 勇一

委員  齋藤 健一

委員  後藤 悦宏

委員  藤原 ヒロ子

O 説明のため出席した者の氏名

公有財産管理課長

公有財産管理課新庁舎建設推進係長

鹿島区地域振興課長

鹿島区地域振興課主事

大井
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星

大架

真澄

保
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0 出席した事務局職員
星 高光  庄司 一弘  高野 良  北原 圭子  長川 由美子

0 担当書記

北原 圭子

0 本国の会議に付した案件

(1)諮問事項

南相馬市新庁舎建設基本計画を定める件について

(2)報告事項

南相馬市高速道路通行料金助成事業の延長について

⑩ 会議録署名委員

委員 田中 章広 委員  貝塚 大暉
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1 開会 午後 1時 00分開始

■原町区地域振興課長

委員の皆様には、お忙 しいところご出席いただきまして誠にあ りがとうございま

す。定刻時間にな りましたので、ただいまより令和 4年度第 4回原町区地域協議会

を開会いたします。

2 会長あいさつ

■原町区地域振興課長

はじめに、原町区地域協議会平間勝成会長からご挨拶を頂戴いたします。

◇会長

(会長あいさつ)

3 議事

■原町区地域振興課長
これから議事に入りますが、これ以降は、会長が座長になり会議の進行をお願い

いたします。

(1)会議録署名人の指名

◇議長

それでは、次第により議事を進めてまい ります。

はじめに、会議録署名人の指名ですが、会議録署名人には、田中委員 と貝塚委員

の 2人にお願いします。

(2)書記の指名

◇議長

次に、書記の指名ですが、書記は原町区地域振興課北原主事を指名します。

(3)諮問事項

◇議長

それでは、次第 (3)の諮問事項に入ります。 「南相馬市新庁舎建設基本計画を

定める件」を議題とします。

■原町区地域振興課長

本 日、市長及び副市長が別公務のため、原町区役所長から諮問を行います。

■原町区役所長

(諮問書の読み上げ)

◇議長

それでは、ただいまの諮問について担当課から説明をお願いします。
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■公有財産管理課

(説 明 )

◇議長

只今の説明について、質問やご意見等はございますか。

◎田中委員

資料を拝見 したところ、参考になる意見も多 くあ りますが、要望が多いようです。

少 し気になるところでは、新庁舎建設の話がどうい う流れでいつ頃決まったのかに

関することや、どうい う手法でコンセンサスを得たのかなどの質問が多いようです。

具体的に申し上げると、 74番 とかアンケー トの取 り方についての質問の 108番
など、建設あ りきのアンケー トだつたのではないか、誘導するような質問になつて

いたのではないか とい う否定的な意見がありました。それに対する返答が 108番
のアンケー トには、こう行いましたと記入があるので、この文章はこれでいいで し

ょうが、 74番の答えですが、平成 28年の 3月 の議会で既にこうい う議決がされ

ていて、こうい う話が進んでいたので、新庁舎建設にあたつてアンケー トとしては

このようにしましたとい うように順序を立てて説明 してくれたら、経緯や建設あ り

きだったのかなどわかるので、整理をして丁寧に返答 してくれた方がよかつたと思

います。それ以外は適切で概ね理解できますので、これでいいと思います。

◎鈴木委員

膨大な資料を見させていただきましたが、こういつた資料は市議会の議員はわか

つているのですか。我々地域協議会での話が、どういう風に議員なり市民に反映さ

れているのでしょうか。市議会より我々が先に見るのもおかしいし、市議会で決ま

ったことをあれこれ言うのもおかしいですので、手順がどうなつているのか教えて

ください。地域協議会が終わってから市民説明会をやり、また地域協議会に資料が

回つてきます。この後、我々が発言したとして何にどう反映されるか教えてくださ

ヤ` 。

■公有財産管理課

今回の地域協議会に諮るための説明をさせていただきます。前回の協議会での説

明はパブリックコメントにかけるための前段で、報告事項の中で皆様よりご意見を

頂戴しました。そのご意見と、その後に市民説明会を実施し参加者より頂戴したご

意見が、今回の資料 1-2に含まれております。その後パブリックコメントを実施し

ながら集約し、今回の地域協議会でこういうことですと諮問させていただき、市民

の代表である皆さんの答申をいただきながら、今後スケジュールにのっとり庁内手

続きにかけ決定し、その後議会報告という形をとつていくところです。

◎半谷委員

資料 1-2の 4ページの 20に、交通渋滞の問題がありますが、将来的に北長野か

ら国道 6号線までのアクセス道路が開通予定 とあります。新庁舎 とアクセス道路の

開通 とどちらが先に出来るのですか。
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■公有財産管理課

新庁舎建設時期は、スケジュール上ですと令和 7年から9年までの間に建設工事
をし、令和 10年度のいずれかに開庁予定です。一方インターアクセス道路は今年
着工の話はあるというところです。完成時期は現時点ではまだ定まっておりません
が、相当な期間を要するとの話は伺っております。

◎半谷委員

新庁舎が令和 10年度ということは、アクセス道路の方が早いということですか。

■公有財産管理課

いいえ、アクセス道路の方が後になると思います。アクセス道路の工事期間はか
なりかかるとの話のようです。

◎半谷委員

資料 1-2の 20番の意見に対する市の考えが、言い逃れのような文章ですね。
「小高・鹿島から来る方にもわかりやすく、通りやすくなります」なんて書いてあ
ります。

◎田中委員

半谷委員の話を聞いて私も気になったのですが、新庁舎建設の話が全体的な今後
のだいぶ先を見据えたまちづくりのどういった位置付けにあるのかや、アクセス道
路の兼ね合いもあるようですが、優先順位とか、関連性がどうあって新庁舎をどこ
に移すのかといった部分も、我々や一般市民も見えていないと思うので、どうして

もそれに関連した質問が多くなっているのだと思います。確認といいますか、質問
ですが、何か将来的に南相馬市の3区を含めてこのような状況にしていきたいとい

う青写真とか、もしくは文章でもいいですが、都市計画で、どの辺に住居エリアや
商業施設を集約するとか、何か具体的な都市計画を我々市民が確認できるものがど
こかに示されているのでしょうか。私が震災時、復興市民会議でお聞きしたのは、
解散前に南相馬市としてエデン (EDEN)計 画というものを打ち出して、なぜか
立消えになりましたが、海岸部をブーニングして農業再生ブーンはここにしますと
か、住居は建てずにノーラアグリを持つてくるとか、かなリゾーン分けした青写真
を示されていました。実際はそうなっていないところもあるようですが、将来的に

市民の方に、こうしていきたいので新庁舎をこうしたいんだという全体的青写真と
関連性のわかる何か計画的なものは示されているのでしょうか。なけれないでいい

ですが。

■公有財産管理課

関連性については資料 20と 21ページに記載 させていただいています。上位計

画とい うことで、南相馬市国土利用計画で市内の道路をどのように利活用 していく
のかが一つあ ります。その中で全体的な市の方針が定められています。また、 21
ページの上段に書かれてお ります南相馬市都市計画マスタープランにおいても、市
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の都市計画の考え方を示しております。その中で新庁舎建設がコンパクトなまちづ

くりというマスタープランの下段の中に、公共性の利便性の向上に関する方針を掲

げております。それに沿つたまちづくりを進めているところです。

◎田中委員
これは概念であるので、いずれは日で確認できるように絵面がほしいです。絵面

がないと、コンパクトシティとは何かという質問が出ているくらいですから、人そ

れぞれ考え方が違 うコンパクトシティになつてしまいます。設計図があれば理解し

やすいと思います。私は都市計画マスタープランの検討委員会の委員長をしており

ましたので、じくじたる思いはありますが、今後市の方で具体的なものを創り上げ

ていくでしょうから期待しています。戦後すぐに広島市では、市長が当時日本には

ないような異例の幅の広い道路を、こういうことをするために平和宣言をして世界

に名だたる都市にするため、ということで青写真を市民に示し、市民はそんな無用

だろう思いながら将来を夢見て協力したという、都市づくりの理想があります。南

相馬市も震災からの復興を謳つているのですから、我々市民も将来の青写真を一緒

に作つていきたいです。あくまで確認と希望でした。

◇議長

他にご意見やご質問はございますか。

(「なし」と呼ぶ声あ り)

◇議長

それでは、その他特に無ければ、只今の説明を受けての、原町区地域協議会の意

見をまとめたいと思います。妥当であるとの意見で異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ声あ り)

◇議長

では、異議なしということですので、答申書を提出したいと思いますので、事務

局は、答申書の作成をお願いします。

(答 申書写 し配布 )

◇議長

それでは、答申書の内容について確認をお願いします。只今、お配りした答申の

内容について、ご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ声あり)

◇議長
ご異議なしとのことですので、只今、お配りした答申書の内容で答申致します。

事務局は、答申書の提出の準備をお願い致します。
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◇議長

それでは、本日諮問された「南相馬市新庁舎建設基本計画の策定について」を答
申致します。

(答 申書の読み上げ)

■原町区役所長

慎重なるご審議ありがとうごいました。担当課より市長へ報告させていただきま

す。

(4)報告事項

◇議長

それでは、次第 (4)報告事項に入 ります。 「南相馬市高速道路通行料金助成事
業の延長について」を議題とします。担当課から説明をお願いします。

■鹿島区地域振興課

(説 明 )

◇議長

只今の説明について、質問やご意見等はございますか。

◎貝塚委員

この高速道路通行料の助成金については、報告事項なので、我々が違 うで しょう

とい うものではありませんが、一部表現的な部分で資料 2-1の 目的が、利用実績で
コロナウイルス感染防止のため 30。 81%に 留まっているから 1年間延長すると

受け取つて しまいます。 目的を書かないといけないものなのかわか りません し、使

わないと戻つてくるものなのかもわか りませんが、これは、小高区と原町区が受け

ているものを鹿島区では受けられないので、一体感がないからとい うことで始まっ

ていると思います。ですから、表現としてはあくまで小高区 。原町区が 1年間伸び

るので鹿島区だつて 1年伸びないと一体感がなくておかしいですよね、とい うこと

で延長するとい う流れだと思 うので表現が適切ではなかったと思います。

■鹿島区地域振興課

ご意見あ りがとうございます。 こちらについては、確かにより多くの封象者にと

書いてはあ りますが、やはリーつの要因として中段に書かれているとお り30キ ロ

圏内の無料措置が一年間延長 されるとい うことを考えているところです。 30キ ロ

圏内、圏外の差を少 しでも埋めましょうとい うことで始まったことですので、 30
キロ圏内が 1年間延長 されるとい うことが重要な要因ですので、言い回 しについて

はこのような形になってお りますが、ご指摘のあった形で 30キ ロ圏内が延長 して

いるとい うことがあつてここで止めて しま うと一体感に繋がらないとい うことがあ

りますので、こうい う考え方でございます。

◇議長
一体感というのが重要です。 30.81%に 留まっていると書いてあると、もつ

と使わないといけないのかと考えてしまいます。 3区の差がない支援が必要だと思
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うので、表現 としては消極的だつたと思いますので、担当の方でよく考えてくださ

い 。

◎半谷委員

助成金額についてですが、 1人当た り10万円を上限と書いてありますが、利用

された方で 10万 円を超えて利用 されている方はたくさんいらつしゃるのでしょう

か 。

■鹿島区地域振興課

上限が 10万円となつていますので、この金額を超えた時点で終了となります。

実際 10万円を超えた方はいらつしゃいます。先ほど利用実績が30.81%と お

示ししましたが、その方はすでに超えている方達なので、それで終わつています。

その後も高速道路を利用している方はいると思います。

◎半谷委員

助成金を使つていない分を、使われている方に還元するということは出来ないと

いうことですか。

■鹿島区地域振興課             イ

そこについては、検討 しました。いろいろな所で意見を聞いたのですが、やは り

上限をなくす となると、圏内と圏外の差より、圏外の中で使 う人だけがどんどん使

って しま うとい う状況になるとい う意見が多かったものですか ら、あくまで 10万
円が上限と決めさせていただきました。使つてない方については 30キ ロ圏内が仲

びたので使つてもらうとい うことの措置でございます。

◎半谷委員

利用 されている方はこれで納得 しているのでしょうか。

■鹿島区地域振興課

10万円を超えた方か らは追加にならないのか、とい う意見もありました。 しか

し、限られた財源なので、区長会や地域協議会などいろいろな所で意見を聞いて、

このように決めました。

◇議長

他に質問等ありませんか。ないようですので報告事項を終わります。

4 その他

(1)次回の開催 日程について事務局からお願い します。

■事務局

(説 明)

◇議長

では、ほかになければ次第 5の市内視察研修に移ります。

(移 動)
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5 市内視察研修
「南相馬市消防・防災センター」
「福島ロボットテストフィール ド」
「南相馬市産業創造センター」
の3ヶ所の現地視察研修を実施した。

年後 2時 10分

6 閉会                         午後 5時 00分終了
■原町区地域振興課長

以上をもちまして、第4回原町区地域協議会を閉会といたします。ありがとう
ございました。

以上のとお り相違ありません。

会長

会議録署名人

会議録署名人

千 爪 恭戒

火

発生
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